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防災都市づくりの推進防災都市づくりの推進

木造住宅密集地域などにおける防
災都市づくりを推進し、道路、公
園などを整備するとともに、建築
物の不燃化や耐震化を推進する。

災害への安全性の高い都市の実現災害への安全性の高い都市の実現災害への安全性の高い都市の実現

東京の都市づくりビジョン(改定) 平成21年7月
基本戦略7 災害への安全性の高い都市の実現 より
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JR中央線

約23,000ha

木造住宅密集地域の分布木造住宅密集地域の分布木造住宅密集地域の分布

環状８号線

環状７号線

JR山手線

〇被害想定の前提条件：東京湾北部地震M7.3、冬の夕方18時、風速15m/s
（資料）東京都防災会議「首都直下地震による東京の被害想定（平成18年5月）」
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死者 6,413人

負傷者数（重傷者を含む） 160,860人

いつか必ず来る大地震いつか必ず来る大地震いつか必ず来る大地震

「政府の地震調査委員会の想定によると、南関東において、「政府の地震調査委員会の想定によると、南関東において、

3030年以内にマグニチュード年以内にマグニチュード77程度の大地震が発生する確率は程度の大地震が発生する確率は７０％７０％」」
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総合危険度ランク図

地震に関する地域危険度測定調査(第６回)
（平成20年2月）

地震に関する地域危険度測定調査地震に関する地域危険度測定調査((第６回第６回))
（平成（平成2020年年22月）月）

調査の目的
東京都震災対策条例に基づき、以下の目的でおおむね５年ごとに実施。

・地震に強い都市づくりの指標とする。

・震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用する。

・地震災害に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚に役立てる。

調査の内容
地震の揺れによる以下の

3つの危険性を町丁目ごとに測定

・建物倒壊危険度

・火災危険度

・総合危険度

・東京都震災対策条例（平成12年）に基づく

・震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐため、

建築物や都市施設の耐震性や耐火性の確保に加え、

都市構造の改善に関する諸施策を推進

(2) 対象区域

(3) 構成と
計画期間

２３区と多摩の７市（木造住宅密集地域）

基本計画 2003年度～2025年度（23年間）

整備プログラム 2003年度～2015年度（13年間）

(4)(4)基本的基本的なな
考え方考え方

① 災害に強い都市構造の確保
延焼遮断帯の整備、避難場所の拡充

② 地域の防災性の向上
延焼遮断帯で囲まれた防災生活圏を基本的な単位として、
地域特性に応じた面的整備の推進

③ 個々の建築物の耐震性・耐火性の向上等
民間建築物の不燃化の支援誘導、耐震診断・改修の促進

(1)目 的

防災都市づくり推進計画（平成16年3月）防災都市づくり推進計画（平成防災都市づくり推進計画（平成1616年年33月）月）

延焼の防止

都市計画道路

耐火建築物等

延焼遮断帯

防災生活圏 防災生活圏

１KmX１Km

小・中学校区程度

•建物の不燃化
•空地の確保
•道路整備

防災性の向上

防災生活圏の安全性を確保 震災時の大規模市街地火災の防止

防災生活圏内部

の市街地

防災生活圏内部

の市街地

耐火建築物等
防災生活圏

延焼遮断帯

延焼遮断帯と防災生活圏の考え方延焼遮断帯と防災生活圏の考え方延焼遮断帯と防災生活圏の考え方

防災生活圏内部の市街地

整備目標

都市計画道路の
骨格防災軸形成率

95％(2015年まで)

• 道路整備

• 規制誘導策（例：防火規制 など）

• 沿道建物の不燃化（都市防災不燃化促進事業）

整備方策

骨格防災軸

主要延焼遮断帯

一般延焼遮断帯 上記以外の道路・河川など

幹線道路

主要幹線道路、川幅の大きな河川

延焼遮断帯整備の基本方針延焼遮断帯整備の基本方針延焼遮断帯整備の基本方針
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市街化区域

木造住宅密集地域

整備地域

重点整備地域

23,000ha

27地域約6,500ha

11地域約2,400ha

整備地域

重点整備地域

規制誘導策（例：東京都建築安全条例による防火規制）

修復型事業（例：木造住宅密集地域整備事業）

上記のほか、 基盤整備事業（例：街路事業）

木密地域の選定基準
・木造建物棟数率 ７０％以上
・老朽木造建物棟数率 ３０％以上
・不燃領域率 ６０％未満 など

整備地域の選定基準
・地域危険度（建物倒壊・火災）が５
・不燃領域率 ６０％未満 など

市街地整備の基本方針市街地整備の基本方針市街地整備の基本方針

70％(2025年まで)

整備方策

整備目標

重点整備地域・整備地域の
不燃領域率

災害時の避難が困難な避難地・
避難路での延焼遮断帯の形成

都市防災不燃化促進事業（ガワ）
事業地区：２４地区

老朽した木造住宅が密集しており
防災性が不十分な地域の整備

木造住宅密集地域整備事業（アンコ）
事業地区：５０地区

東京都防災密集地域総合整備事業の概要東京都防災密集地域総合整備事業の概要東京都防災密集地域総合整備事業の概要

ガワの整備
東京都都市防災不燃化促進事業

ガワの整備ガワの整備
東京都都市防災不燃化促進事業東京都都市防災不燃化促進事業

避難地等の区域、避難地周辺 特定地区防災施設周辺

避難路周辺延焼遮断帯周辺

東京都都市防災不燃化促進事業東京都都市防災不燃化促進事業東京都都市防災不燃化促進事業

避難路型事業

整備後

事業期間 昭和６２年度～平成１２年度
不燃化率 ３０．１％→５８．５％

沿道建築物
の不燃化

街路事業とタイミングを合わせることで
効果的に不燃化を促進した事例

尾竹橋通り地区（荒川区）
整備前

事例
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〇不燃化の促進
〇延焼防止効果の向上

主要生活道路沿道等
での建替支援

除却費・設計費・工事費
の一部を助成

〇不燃化の促進
〇居住環境の向上
〇住宅事情の改善

公園整備
（＋耐震性貯水槽等の設置）

建替や公共施設整備に伴い
住宅に困窮する地区住民の
居住継続の実現

コミュニティ住宅の整備

〇防災活動拠点の確保
〇火災の延焼防止
〇居住環境の向上

〇消防活動困難区域の解消
〇災害時の避難路確保

除却費・設計費・工事費
の一部を助成

老朽建築物の共同
建替の支援

主要生活道路の整備
（道路の拡幅や電線地中化）

細街路の整備

〇消防活動困難区域の解消
〇行き止まりの解消
〇建替の条件確保

アンコの整備
東京都木造住宅密集地域整備事業

アンコの整備アンコの整備
東京都木造住宅密集地域整備事業東京都木造住宅密集地域整備事業

整備前

整備後

練馬区北町

拡幅した道路幅

整備前の道路幅

整備前

整備後

墨田区京島

拡幅した道路幅
整備前の道路幅

東京都木造住宅密集地域整備事業東京都木造住宅密集地域整備事業東京都木造住宅密集地域整備事業
事例（主要生活道路の整備）

整備前

整備後

練馬区江古田

公園として整備

東京都木造住宅密集地域整備事業東京都木造住宅密集地域整備事業東京都木造住宅密集地域整備事業
事例（公園整備）

整備前

整備後

新宿区若葉

整備前

整備後

北区上十条

東京都木造住宅密集地域整備事業東京都木造住宅密集地域整備事業東京都木造住宅密集地域整備事業
事例（建替促進）



5

事業後

防災施設建築物の一部等への権利変換
又は地区外への転出

個別利用区への権利変換

防災施設建築物

防災施設建築物

共同化による防災性の向上
（耐火又は準耐火建築物）

防災公共施設の
整備
(道路・公園)

防災公共施設
の整備(道路)

個別利用区
（耐火又は準耐火建築
物）

権利変換方式

事業前

防災街区整備事業防災街区整備事業防災街区整備事業

整備イメージ

都市計画道路計画線

建物の共同化 残った土地で建替え

拡幅整備された生活道路

都市計画道路（延焼遮断帯）の整備

残地を購入して建替え

【整備前】

【整備後】

十条地区（北区）

（補助第83号線）

事業実施地区

目黒本町地区（目黒区）

（補助第46号線）

土支田・高松地区（練馬区）

（補助第230号線）

鐘ヶ淵地区（墨田区）

（補助第120号線）

東池袋地区（豊島区）

（補助第81号線）

都の道路整備に合わせて、沿道の効率的な土地利用

の促進や早期に延焼遮断帯・避難路の機能確保を図
るため、民間活力を活かしながら、地元の意向を反映
した沿道での建物の共同化などを促進する。

道路整備と一体的に進める
沿道まちづくりの概要

道路整備と一体的に進める道路整備と一体的に進める
沿道まちづくりの概要沿道まちづくりの概要

▼
延べ面積500㎡（又は３階以上）

▼

準防火地域の制限準防火地域の制限 木造・防火構造建築物 準耐火建築物 耐火建築物

新たな新たな
防火規制区域の制限防火規制区域の制限

▼

耐火建築物準耐火建築物

○実績：平成21年8月現在 約3，020ha（11区1市）

＜目的＞
主要生活道路等の公共施設の整備とその沿道の建築物の不燃化を誘導すること等によ
って、地区の延焼防止機能を高め、一時避難路等を確保する。
高さ制限や壁面線など地区計画で通常定めることのできる項目の他、建築物の構造の制
限や間口率の最低限度を定めることができる。

平成15年制度化

平成9年制度化

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制

防災街区整備地区計画

○実績：平成21年8月現在 約409ha(13地区)決定済

延べ面積500㎡（又は4階以上）

1500㎡（又は4階以上）


